
  【 170034 】 

別紙 

電子カルテシステム（QUALIS）仕様書 

 

 現在稼働している電子カルテシステムの契約満了に伴い、当該システム及び関係する機器のリプレ

イスを行う。システムの更新後も利用者の操作性等を損なわないようにするため、次に記載のとおり

現行のシステムの後継システムを採用するものとする。 

 

1. 納入物品一覧 

・電子カルテシステム（QUALIS） 一式（OS : Windows10 対応） 

項目 機器名称 型番等 製造元等 数量 

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
類 

(HOLP)Windows Server Essentials 2012 Ｒ2 

サーバーライセンス 

G3S-0077 Microsoft 1 

(HOLP)Windows Pro1 クローニング用ライセンス FQC-09543 Microsoft 1 

(HOLP)オープンライセンス契約 NK7-00055 Microsoft 1 

メモリ 8GB 5 年保守付(365 日) PC-MK32MBZGS82RN5B8Z NEC 1 

Windows10  5 年保守付(365 日) PC- MK32MBZGS82RN1B8Z NEC 1 

23 型ワイド液晶ディスプレイ(白) LCD-E233WM NEC 2 

A4 モノクロプリンタ 

（5 年または 20 万枚保守（月―土 9:00-17:30）） 

LPS310NBML Epson 2 

LP-S310 用増設カセットユニット 250 枚 LPA4ZICU3 Epson 2 

無停電電源装置 

(常時商用給電／正弦波出力)500VA/300W 

BY50S OMRON 2 

OA タップ（抜け防止付電源タイプ）  T-YO53NDA ELECOM 2 

L2 Giga スマートスイッチ 16 ボート BS-GS2016 BUFFALO 1 

128GB ストレージ（SSD） USB3.0 対応 GH-SSDU3A128-B GREEN HOUSE 1 

ＬＡＮ接続型ハードディスク 4.0TB（3 年保証） 

ミラーリング対応 

HDL2-AH4.0W I-O DATA 1 

カテゴリ 6 対応 LAN ケーブル(3m) LD-GPT/BU3/RS ELECOM 1 

シートフィードスキャナ DS-510 Epson 1 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
類 

Microsoft Windows10 Pro USB Flash Drive  FQC-09110 Microsoft 1 

Microsoft Office Personal 2013 9PE-00012 Microsoft 2 

医療向け日本語入力システム 

ATOK Medical for Windows 

JL-Standard justsystem 2 

医学辞書 2016 for ATOK A432005 JL-Standard  justsystem 2 

リモートコントロール（遠隔操作）ソフト LAPLINK14 2 ライセンスパック interCOM 1 

ESET Endpoint Protection Standard 

5 年１ライセンス 

CITS-EN05-N03 キャノン IT 

ソリューションズ 

2 

他 キッティング作業 等 一式 
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2. キッティング作業 

納品物一覧に記載の機器及びソフトウェアの設置、設定を行い、当該システムを仕様書に記載の

設置（納入）期限までに利用可能な状態とすること。また、既設システムからデータ移行が必要な

場合は全て移行すること。 

 

3. 搬入・設置及び借入期間終了後の引き上げ 

(1) 本調達機器等の搬入 ・設置及び借入期間終了後の引き上げは、受注者の責任と負担において行う

ものとする。また、借入期間終了に伴う引き上げ等に際して本市及び他業者との調整が必要な場

合、受注者に発生する費用（調整に係る工数等）については本調達の範囲内とすること。 

(2) 本市の指示する場所に搬入 ・設置を行い、梱 （こん）包箱 ・残ケーブル等当該機器の利用に不要

なものは撤去すること。なお、運用開始日以前に当該機器の設置場所の変更が生じた場合は、本

市の指示に従って移設等を行うこと。 

(3) 本調達機器等に付随する CD-ROM 等の電子媒体については、当該機器の運用及び保守に必要な

もののみ本市において保管し、それ以外は受注者において保管すること。 

(4) 搬出入のルート等は本市の指示に従うこと。また、必要な手続きについては遅滞なく行うこと。 

(5) 本調達機器の借入期間終了時は、新システムが完全に稼働することを確認した後に、受注者は既

存機器等のうち使用しないこととなる機器等を、本市の施設内より撤去 ・搬出すること。その際、

各機器を接続している配線についても撤去すること。 

(6) 本調達機器の借入期間終了時は、廃棄に係る撤去・搬出するために必要な全ての経費（養生品、

機材、車両等を含む）は、全て受注者の負担で用意すること。 

(7) 本調達機器の借入期間終了時は、本市の敷地内から搬出する際には、データ復元ソフトウェア等

を用いても再度データを入手できないよう完全にデータを消去してから搬出すること。 

 

4. 瑕疵担保責任について 

受注者は本市の請求により、自身の所有する販売元に対する瑕疵担保の請求権を譲渡すること。 

 


